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今日から新しい生活。 
先生から名前を呼ばれ、元気よく「はい」と返事をする児童たち 
（4月9日笠松小学校1年のクラスで） 
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新議員の皆さん 

　3月25日執行の町議会議員選挙で、次の10人の皆さんが選ばれました。　　　（議席順） 

就任のあいさつ 笠松町議会議長 川島　功士 

　皆様方には、町議

会に対しまして格別の

ご理解とご協力を賜り、

心から感謝申し上げ

ます。 

　４月２日の笠松町議

会臨時会におきまして、

伝統ある笠松町議会

の第４５代議長に就任することになり、大変光栄

に存じますとともに、その職責の重大さを痛感し、

まさに身の引き締まる思いであります。 

　古くは、木曽川の水運と鮎鮨街道の陸路とのク

ロスロードとして、“地の利”を活かして栄えた笠松。

そうした背景を基に多くの知識人が生まれ、芸術

家の逗留を受け入れるとともに、その伝統が笠松

町を教育熱心な地域へと育ててきました。それは、

現在でも第５次総合計画で示す将来像「清流木

曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創造文化

都市」に表されていると考えております。 「教育こ

そまちづくりの原点」そんな歴史の礎を、さらに発

展させ、誰もが安心して教育を受けることができる

まちづくりを目指していきたいと考えております。 

　さらに喫緊の課題として、東海・東南海地震な

ど大規模地震の発生が懸念される中での防災

体制の充実はもちろんのこと、岐阜羽島衛生施

設組合の次期ゴミ処理施設建設計画の推進など、

町の重要課題に対して議会と行政が一体となっ

て対処していく所存であります。町民皆様方のご

理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

　また、３月に執行されました笠松町議会議員選

挙におきまして、１０人の議員が新たに信託を受け

ることとなりました。その１０人の議員が一丸となっ

て、一層開かれた議会を推進いたします。 

　私の座右の銘であります「過去と他人は変えら

れないが、自分と未来は変えられる。自分を変え

れば未来は輝く」を肝に銘じ、議長としてさらなる

議会改革に取り組んでいく所存であります。 

　町民皆様方の笠松町と議会に対する、一層の

ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、就

任のごあいさつといたします。 

尾関俊治議員 古田聖人議員 伊藤　功議員 川島功士議員 田島清美議員 

伏屋隆男議員 岡田文雄議員 安田敏雄議員 船橋義明議員 長野恒美議員 
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第2回 笠松町議会臨時会開会 
（4月2日開会、同日閉会） 

　長野恒美さん（長池）と伏屋隆男さん（無動寺）が、全国町村議会議長会から自治功労者表彰を受

けました。 

　長野さんは２７年余り、伏屋さんは１５年余りの永きにわたり、町議会議員として在職され、地域自治に

貢献された功績が認められたもので、２月２２日に表彰状が伝達されました。 

　４月２日、改選後初の町議

会臨時会が開かれ、議長・副

議長の選挙、常任委員会委員、

議会運営委員会委員、同日

設置された特別委員会（交

通対策特別委員会・公共施

設整備調査特別委員会）委

員の選任および監査委員の

選任同意などが行われました。 

　正副議長、各委員会委員

および監査委員は次のとおり

です。 

自治功労者表彰受賞 
長野恒美さん、伏屋隆男さん 

議　　長　　川島功士 

 

【総務文教常任委員会】 

委 員 長　　伏屋隆男 

副委員長　　伊藤　功 

委　　員　　長野恒美 

委　　員　　安田敏雄 

委　　員　　尾関俊治 

 

【民生建設常任委員会】 

委 員 長　　岡田文雄 

副委員長　　田島清美 

委　　員　　船橋義明 

委　　員　　川島功士 

委　　員　　古田聖人 

副 議 長　　尾関俊治 

 

【議会運営委員会】 

委 員 長　　安田敏雄 

副委員長　　長野恒美 

委　　員　　伏屋隆男 

委　　員　　田島清美 

 

 

 

 

 

【監査委員】 

　議会選出　　船橋義明 

 

 

 

【交通対策特別委員会】 

委 員 長　　安田敏雄 

副委員長　　長野恒美 

委　　員　　岡田文雄 

委　　員　　田島清美 

委　　員　　尾関俊治 

 

【公共施設整備調査特別委員会】 

委 員 長　　古田聖人 

副委員長　　伏屋隆男 

委　　員　　船橋義明 

委　　員　　川島功士 

委　　員　　伊藤　功 

（敬称略） 
臨時議会開会中の議場 
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　町消防団入団式が４月２１日、コミュニティ消防
センターで消防団員や関係者約１２０人が出席し
て行われました。 
　式では広江町長から「町民の生命、財産を守
るため、一日も早く立派な消防団員となられること
を期待しています」と式辞があり、岩田団長から
は新入団１4人と新役員に辞令が交付され、日ご
ろの消防活動に対する労をねぎらうとともに「いざ
という時のために、訓練などに頑張ってほしい」と
の訓示がありました。 
　続いて、来賓の田中県議会議員、川島町議会
議長、奥田町内会連合会長から祝辞があり、団
員は防火・防災の誓いを新たにしました。 

　新入団員は次の皆さんです。 
　　　　　　　　　　　　　（敬称略） 
（第１分団） 
　中村　寿一　　栗山喜代司　　川本　　実 
（第２分団） 
　後藤　良則　　速水　絢朗　　今村　大介 
　廣瀬　正道　　児玉　芳弘　　下鍛治　学 
　岡田　　博　　西山　国男　　浅野　伸泰 
　伊藤　寿幸　　 
（第３分団） 
　林　　宏和 

「わがまちを災害から守る」使命を胸に 町消防団入団式 

上位入賞を目指し 県消防操法大会出場選手の結団式 

夜練習に励む選手の皆さん 

出場（予定）選手の皆さん 

　８月５日（日）、羽島市で開催される「消防感謝祭」
第６１回岐阜県消防操法大会に出場する選手の
結団式が、４月２１日の入団式に続いて行われまし
た。 
　この大会は、消防団員の消防技術の向上と士
気の高揚を図ることを目的に、県下の消防団が
出場し、小型ポンプ操法で競います。 
　町消防団は羽島郡代表として出場するもので、
上位入賞を目指し、大会当日までの７５日間にわた
り厳しい訓練に励まれます。 

　出場（予定）選手は次の皆さんです。 
（敬称略） 

櫻井　貴鋭（第２分団班長） 
後藤　英司（第１分団団員） 
小鹿　耕平（第２分団団員） 
河合　宏幸（第２分団団員） 
廣瀬　正道（第２分団団員） 
松原　茂洋（第３分団団員） 

　私たちは、８月５日の大会に向け、消防署員、団
幹部の方 の々ご指導のもと、訓練に励んでいます。 
　羽島郡の代表として大会へ出場することに誇
りと責任を感じ、精一杯頑張りますので、皆さん
のご声援のほど、よろしくお願いします。 

選手一同 
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寄附 

【社会福祉事業費】 

　ぎふ農業協同組合 現金 １１６,５５０円 

　（有）プロ・スタッフ 現金 １００,０００円 

【教育振興事業費】 

　匿名 現金 ３,１００,０００円 

　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただき

ます。 

東日本大震災　義援金 

　３月２３日以降、笠松町役場でお預かりしました

義援金は次のとおりです。 

（４月１９日現在※敬称略） 

　　料亭　安田屋 ３０,０００円 

町 内 会 連 合 会  
自主防災会協議会　総会　開催 

　平成23年度町内会連合会・自主防災会協議会総会が3月27日役場で行われ、両会の平成24年度

予算と事業計画が承認されました。 

　また、長年にわたって町内会長を務められ、自治組織の発展などに尽くされた方々に広江町長から表

彰状と記念品が贈られました。 

　総会終了後には、平成24年度の町政・重要施策の説明がありました。 

　表彰された方は次のとおりです。　　　　　　　（敬称略） 

【5年表彰】高島信夫（中新町）　　中村剛太郎（下門間） 

　保母勝壽さん（弥生町）が４月１日、法務大臣から人権擁護委員に引き続き委

嘱されました。 

　人権擁護委員は、基本的人権に関する心配ごとや悩みごとに、親身になって

相談に応じ、その解決に努めています。 

　相談は、人権擁護委員の自宅（２４ページ参照）で随時行っています。 

　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。 

笠松町はデモンストレーションとして、グラウンド・ゴルフを開催 
10月8日（月・祝）　笠松みなと公園 

ぎふ清流国体 9月29日（土）～10月9日（火） 
水泳競技　9月13日（木）～17日（月・祝） 

ぎふ清流大会 10月13日（土）～15日（月） 

人権擁護委員に委嘱されました 
保母勝壽さん 



総 務 課  
（課長　杉山佐都美） 

税 務 課  
（課長　足立篤隆） 

収 納 管 理 課  
（課長　服部昇三） 

総 務 部  
（部長　川部時文） 

部などの名称 
（所属長名） 

課などの名称 
（所属長名） 

担当の名称 執務場所&電話 主な事務の内容 

企 画 課  
（課長　堀仁志） 

環 境 経 済 課  
（課長　田中幸治） 

企画環境経済部 
（部長　大橋雅文） 

住 民 課  
（課長　加納康孝） 

住 民 福 祉 部  
（部長　岩越誠） 

建 設 課  
（課長　近藤和男） 

建 設 水 道 部  
（部長　森光彌） 

教 育 文 化 課  
（課長　奥村智彦） 

教 育 文 化 部  
（部長　堀康男） 

会 計 課  
（課長　加藤順子） 

会 計 管 理 者  
（足立茂樹） 

議 会 事 務 局  
（事務局長　浅野薫夫） 

学校給食センター 
（所長　西崎美知人） 

水 道 課  
（課長　鈴木秀夫） 

保 険 医 療 課  
（課長　加藤周志） 

福 祉 健 康 課  
（課長　村井隆文） 

庶 務・行 政・秘 書  

契 約 管 財  

消 防 防 災  

資 産 税  

住 民 税  

収 納 管 理  

財政・行財政改革推進対策 

企 画 調 整  

ま ち お こ し 推 進  

生 活 環 境  

産 業 振 興  

戸 籍 住 民  

保険・年金・後期高齢・福祉医療 

民 生 ・ 児 童  

介 護  

健 康  

管 理  

土 木  

都 市 計 画  

庶 務  

下 水 道 工 務  

上 水 道 工 務  

学 校 教 育  

生 涯 学 習  

ス ポ ー ツ 振 興  

給 食  

会 計  

庶 務  

笠松町役場　本庁（笠松町司町１番地　代表電話　０５８‐３８８‐１１１１） 
最寄りの巡回バスのバス停は「役場」 町長　広江 正明 副町長　間宮 聡 

平成24年度　笠松町の事務体制 平成24年度　笠松町の事務体制 

（主な出先機関に再掲） 

職員人事、情報公開、個人情報保護、 
行政一般、選挙、防犯、町内会、秘書 

契約、財産管理 
 

消防、防災、防災行政無線 
 

固定資産税 
 

町民税、軽自動車税、納税・所得証明、 
臨時運行許可 

町税などの徴収 
 

財政、行財政改革推進 
 

広域行政、総合計画、統計、国際交流、 
公共施設巡回町民バス、土地開発公社 

広報、広聴、行政無線放送、まちの駅、 
特定非営利活動法人の認証 

環境保全、公害、火葬場、墓地、ごみ、 
畜犬登録、交通安全、自転車駐車場 

農業、商工業、観光、イベント  

戸籍、住民票、印鑑証明 
 

国民健康保険、国民年金、 
後期高齢者医療、福祉医療 

老人福祉、障がい者福祉 
児童手当、保育所入退所 

介護保険 
 

住民検診、母子保健、予防接種 
 

道路占用、道路用地の買収、 
道路境界確定 

道路、河川の建設、維持管理 
 

都市計画、建築確認、公園、屋外広告物  

上下水道の加入申込み、  
料金の賦課徴収 

下水道施設の建設、維持管理 
 

水道施設の建設、維持管理 
 

道徳教育、学校施設の管理 
 

生涯学習、青少年育成、地域の文化活動 
 

スポーツの振興、体育施設の管理 
 

学校給食 
 

現金の出納、納税、手数料の納付 
 

町議会に関する事務 

役場２階西側 

蕁３８８‐１１１１ 

役場１階西側 

蕁３８８‐１１１２ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１２８ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１１３ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１１４ 

役場１階東側 

蕁３８８‐１１１５ 

役場１階東側 

蕁３８８‐１１１６ 

福祉健康センター 

蕁３８８‐７１７１ 

役場３階西側 

蕁３８８‐１１１７ 

学校給食センター 

蕁３８７‐５３２１ 

役場１階西側 

蕁３８８‐１１１９ 

役場４階北側 

蕁３８８‐１１１０ 

役場３階西側 

蕁３８８‐１１１８ 
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蕁３８８‐３２３１ 

中央公民館 

蕁３８８‐３９２６ 



施設の名称 所在地・電話 最寄りの巡回バスのバス停 主な事務の内容 

主な出先機関 主な出先機関 

関　係　機　関 関　係　機　関 

実行委員会 実行委員会 

長池４０８番地の１ 

蕁３８８‐７１７１ 

東陽町４４番地の１ 

蕁３８７‐１１２１ 

常盤町６番地 

蕁３８８‐３２３１ 

長池２９２番地 

蕁３８７‐０１５６ 

中野２２９番地 

蕁３８７‐８４３２ 

下本町８７番地 

蕁３８８‐０１６１ 

長池２２７番地の２ 

蕁３８７‐５３２１ 

上新町１７２番地 

蕁３８７‐０５６１ 

田代２９０番地 

蕁３８８‐０８１１ 

西金池町１番地（名鉄笠松駅構内） 

蕁３８８‐２３５５ 

住民検診、健康相談 
 

施設利用申込み、老人クラブ、遺族会その他 
福祉関係団体 

公民館施設利用申込み、体育施設利用申込み、
生涯学習、スポーツ振興 

施設利用申込み、諸証明の受付 
 

施設利用申込み、諸証明の受付 
 

歴史資料の収集、保存、展示 
 

学校給食 
 

子育て支援 
 

児童の健全育成 
 

笠松町の情報提供、情報発信 
 

学校教育、社会教育 
岐南町八剣７丁目１０７番地（岐南町役場東隣） 

蕁２４５‐１１３３ 

福祉健康センター 

福祉会館 

中央公民館前 

松枝小学校前 

総合会館 

歴史民俗資料館前 

松枝小学校前 

中央公民館前 

児童館前 

名鉄笠松駅前 

　　－ 

所在地 電話 主な事務の内容 

司町１番地 
役場総務課内 蕁３８８‐１１１１ 

司町１番地 
役場環境経済課内 蕁３８８‐１１１４ 

司町１番地 
役場企画課内 蕁３８８‐１１１３ 

上新町１７２番地 蕁３８７‐６２６６ 

笠松町選挙管理委員会 

笠松町農業委員会 

笠松町土地開発公社 

（社福）笠松町地域振興公社 

（社福）笠松町社会福祉協議会 

選挙の執行・管理 
 

農地の利用関係の調整、技術の改良・普及の指
導 

町から委託された公共事業用地の取得 
 

第一保育所、松枝保育所、下羽栗保育所、ことば
の教室の運営 

町から委託された包括支援センター事業の実施、 
笠松町心身障害者小規模授産所の運営 

長池４０８番地の１ 
福祉健康センター内 蕁３８７‐５３３２ 

所在地 電話 主な事務の内容 

司町１番地 
役場環境経済課内 蕁３８８‐１１１４ 

常盤町６番地 
笠松中央公民館内 蕁３８８‐３２３１ 

かさまつまちづくりイベント実行委員会 

笠松町民運動会実行委員会 

笠松町美術展実行委員会 

春まつり、川まつり、リバーサイドカーニバル 
 

町民運動会 
 

美術展 
常盤町６番地 
笠松中央公民館内 蕁３８８‐３２３１ 

福祉健康センター 

福祉会館 

中央公民館 

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴史民俗資料館 

学校給食センター 

子育て支援センター 

児童館 

ふらっと笠松 

羽島郡二町教育委員会 

（所長　村井隆文　　福祉健康課長兼務） 
（福祉健康課、社会福祉協議会の事務所） 

（館長　間島幸彦） 

（館長　奥村智彦　　教育文化課長兼務） 

（館長・支所長　奥村智彦　　教育文化課長兼務） 

（館長・支所長　杉山秀雄） 

（館長　高木敏彦） 

（所長　西崎美知人） 

（所長　森宏子） 

（館長　森宏子　　子育て支援センター所長兼務） 

（教育長　宮脇恭顯） 

�



開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 下水道の供用 下水道の供用 
◎供用開始区域 
 
　町では、下水道の整備が完了した区域から順次供用開始をしています。 
　平成24年4月1日からは、下図の■の区域に加え、■の区域で新たに下水道の利用ができるよう
になりました。 
 
　この区域から排出される台所・便所・風呂・洗面所などの生
活排水は、下水道へ流さなければなりません。地域の生活環
境をよりよくするため、ご家庭や事業所などの排水は、
早く下水道へ接続されるようお願いします。 
 
　供用開始後、3年以内に切替改造工事をした
ときは町の助成制度がありますので、排水設備
の改造工事は、笠松町指定工事業者へお問い合
わせください。 

�



開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 

◎今後の供用開始予定 
 
　平成25年4月からは■の区域、平成26年4月からは■の区域で下水道が利用できるようになる
予定です。 
　なお、この予定時期は、変更される場合がありますのでご了承ください。 

供 用 開 始 済  

平成24年4月1日 

平成25年4月1日 

平成26年4月1日 
平成24年4月1日現在 

【問合先】水道課　蕁388‐1118

 

供 用 開 始  

供用開始【予定】 

供用開始【予定】 

■ 

■ 

■ 

■ 

�



きれいなまち 

あいさつのまち 

ささえ合うまち 

活力あるまち 

道徳のまち 笠松道徳のまち 笠松道徳のまち 笠松

自ら取り組む 

人とつながる 

他人を思いやる 

を大
切にしを大
切にしを大
切にし

むくぐは むくぐは むくぐは
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講演　『人と人　心と心の　ふれあうまちの魅力』 
女優　中野良子さん 

第4回 「道徳のまち笠松」のつどいを開催 

通学路でのあいさつ運動を紹介する　平川健介君 

さわやかな笑顔でお話しされる　中野良子さん 

　「道徳のまち笠松」のつどいが

２月１９日に中央公民館で開催され、

約３５０人が参加しました。 

　第１部では、道徳のまち笠松推

進会議委員と笠松中学校生徒代

表が、心をはぐくむ取り組みを紹

介しました。 

　“あいさつのまち部会”の福田

恵さんは「心を込めたあいさつに

より、互いの心をつなぐ取り組みに

しましょう」と訴えました。次に、笠

中生徒会代表の平川健介君は、

小学生が通う通学路でのあいさ

つ運動を紹介し、「町民の皆さん

も一緒にあいさつをしましょう」と協力を呼びかけました。 

　“きれいなまち部会”の山田和朗さんは、「拾っても拾っても繰り返されるポイ捨てゴミですが、放置す

ればいっそう増えます。みんなでゴミを拾い、のぼりを立てて呼びかけ、粘り強く笠松の心を示しましょう」

と語りかけました。 

　“ささえ合うまち部会”の葛谷昌彦さんは「ボランティア活

動へのちょっとした協力や身近な町内で一緒に取り組むこと

が人の心をつなぎ、ささえ合う関係を深める」と話されました。 

　最後に、宮崎太会長は「どの活動にも一人ひとりの心を

大切にし、みんなで取り組みましょう」と呼びかけました。 

　第２部では、女優の中野良子さんの講演がありました。中

野さんは、出演された映画が中国で上映されたことをきっか

けに、国が違えば考え方や心のあり方も違うことを痛感され、

この違いを交流し合うことにより、豊かな文化や社会の創造

につなげたいと国際文化交流にも取り組んでこられました。 

　講演の中で「どんなに食ベ物や水が満たされても“心”

が満たされなければ、人は生きられない。“心”が体から離

れていれば、心のつながりも人のつながりも生まれない」と身

近な事例を取り上げ、歌や演技を交えて話されました。 

　参加者からは「日々の心を大切にする生活を具体的に考

えることができた」「“あいさつ”“ゴミ拾い”“ささえ合い”に

取り組むわが町を誇りに思い、私も心を大切にしたい」など

の声が寄せられました。 



陣屋市 商工会青年部による「餅つき」 八幡町の花みこし 

お奴の踊りを披露する小学生たち 

おばばをうたい練り歩く県町の皆さん 

本まつりオープニングの園児による演技 

��

　桜の名所である奈良津堤には、桜の開花を待

ちわびた多くの人が訪れ、満開となった桜を楽し

んでいました。 

　１４日には、本町通りで「笠松陣屋市」があり、フ

リーマーケットやふれあい子ども広場などに大勢

の人が集まりました。また、夕方からは産霊神社

で「宵まつり」があり、町内みこしのあとに抽選会

などが行われました。 

　１５日には、オープニングの笠松清流太鼓の勇

壮な演奏、園児による演技や婦人会による踊りで

盛りあがり、引き続き行われた「大名行列お奴」

では、毛槍の妙技に大勢の観客から盛大な拍手

が送られました。 

　また、各町内自慢の本みこし・花みこしが町内

を練り歩き、祭りムード一色となりました。 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が、４月１５日まで開催されました。 



広域連合の 
医療給付費 

一部負担金 
（窓口負担） 

公費 
（国・県・市町村） 

約5割 現役世代からの 
支援金 
約4割 

保険料 

約1割 
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　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得
割額※１」の合計となり、保険料率は２年ごとに見直されます。 

※１＝被保険者の所得{総所得金額等－３３万円（基礎控除）}×所得割率 

○1人当たりの保険料（試算） 
　保険料は所得に応じて計算されますが、所得の少ない世帯の方には保険料の軽減措置がありま
す。軽減後の被保険者の１人当たり保険料を比較すると４％の増加が見込まれます。 

平成24・25年度の保険料率を見直します 平成24・25年度の保険料率を見直します 
後期高齢者医療制度のお知らせ 

区　分 平成24・25年度 

均等割額 

所得割率 

40,670円 

7．83％ 

平成22・23年度 

39,310円 

7．39％ 

増加する額（率） 

1,360円 

0．44％ 

区　分 平成24・25年度 

1人当たり軽減後 
保険料額（年額） 56,423円 

平成22・23年度 

54,235円 

増加する額（率） 

2,188円（4％） 

保険料率 

○保険料の増加を抑制しました 
　平成２４・２５年度の１人当たり保険料額は、保険料の増加抑制策を講じない場合、１１.８%の増加
が見込まれます。しかし、平成２３年度末までに生じると見込まれる剰余金の全額活用と県に設置し
てある財政安定化基金を活用することにより、１人当たり保険料額の上昇を４％に抑えました。 

※保険料が増加する主な要因 
①１人当たりの医療費が伸びています。 
　医療の高度化などにより、高齢者１人当たり医療費は年々増加し、平成２４・２５年度は、２年分
で約５％の増加が見込まれます。 
②後期高齢者負担率が引き上げされました。 
　後期高齢者医療制度の被保険者が保険料として負担する率は、国の政令により平成２２・２３
年度が１０.２６%でしたが、平成２４・２５年度は、１０.５１%に改定されました。 
③平成２２・２３年度の保険料率改定時に、保険料率を据え置いたことも要因となります。 

○保険料の賦課限度額を改定します　　50万円　→　55万円 
　中低所得者層の負担軽減を図るため、保険料の上限額を改定します。 

○平成24年度後期高齢者医療保険料は、7月中旬に通知します 

【問 合 先】岐阜県後期高齢者医療広域連合　蕁３８７‐６３６８ 

後期高齢者医療制度の 
医療費負担のしくみ 
　急速な少子高齢化が進む中、
国民皆保険を守り、家族や社会
のために長年尽くされた高齢者
の方々が、安心して医療を受け
続けられるようにするため、みん
なで医療費を負担する支えあい
のしくみです。 
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　連結財務書類４表とは、町の普通会計（一般会計）のほかに国民健康保険などの特別会計や水道
事業会計に加え、町が構成団体となっている一部事務組合・広域連合と町が出資している法人などの
関係団体を、一つの行政サービス実施主体としてみなし、その資産および負債、行政コスト、資金収支
の状況を明らかにするものです。 
　平成２２年度決算に基づき、笠松町連結財務書類４表を作成しましたので公表します。 

笠松町連結財務書類4表を公表します 

資産の部 
1. 公共資産 
 固定資産（有形・売却可能） 
2. 投資など 
 　うち基金など 
 　うち出資金・その他 
3.流動資産 
 　うち資金 
 　うち未収金・その他 
資産合計 

 
38,362,340 

 
1,897,354 
1,717,188 
180,166 
2,163,575 
2,073,078 
90,497 

42,423,269

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
社会保障給付、補助金など 
支払利息など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 
 
 
（経常費用－経常収益） 

負債の部 
1. 固定負債 
 （将来の負担） 
2.流動負債 
 （来年度の負担） 
 負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
負債および純資産合計 

 
11,913,602 

 
879,059 

 
12,792,661 

 
29,630,608 

 
42,423,269

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. 移転支出的なコスト 
4. その他のコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料・分担金・負担金・寄附金・保険料・事業収益など 

純経常行政コスト 

 
1,651,637 
2,344,023 
7,091,877 
388,578 

11,476,115 
 

3,860,302 
7,615,813

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
臨時損益、資産評価替による変動など 

期首純資産残高 
純経常行政コスト 
一般財源 
補助金など受入 
その他 

期末純資産残高 

29,743,024 
△7,615,813 
4,218,007 
3,366,621 
△81,231 
29,630,608

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共資産整備費など 
（収入）国県補助金など（支出）地方債償還費など 
経費負担割合変更に伴う差額 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1.経常的収支 
2.公共資産整備収支 
3.投資・財務的収支 
4.その他 

 
期末資金残高 

1,870,906 
1,383,154 
△259,260 
△921,168 
△554 
202,172 
2,073,078

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左記の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　経常的収支の部、
公共資産整備収支の
部、投資・財務的収支
の部に分けて表わして
います。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成23年3月31日現在 

自平成22年4月 1日 
至平成23年3月31日 

自平成22年4月 1日 
至平成23年3月31日 

自平成22年4月 1日 
至平成23年3月31日 

※財務書類4表（普通会計・連結ベース）は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行政コスト計算書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 
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　羽島市・岐南町と協定を結び、今年度から『ファミリー・サポート・センター事業』を実施します。 
　この事業は、安心して子育てができる環境づくりを目的に、「育児の援助を行いたい方［提供会員］」
と「育児の援助を受けたい方［依頼会員］」を組織化し、会員相互の援助活動をコーディネートする事
業です。 
　子育てと仕事の両立を支えるために、［提供会員］と［依頼会員］の会員登録をお願いします。 

【利用対象年齢】 
生後２カ月～１２歳（小学６年生まで） 
【基本の援助活動の内容】（援助を受ける２カ月前から２日前までに予約をされた場合） 
○保育所などの始業前・終業後のお子さんの預かり 
○保育所などのお子さんの送迎 
○産後１カ月までの支援 
○その他、仕事と育児の両立のために必要な援助 
【病児・病後児・緊急時の預かりの援助活動の内容】 
○病児・病後児の預かり 
○親に代わって医療機関へお子さんを受診 
○急な残業や出張時などのお子さんの預かりや保育所などの送迎 
○その他、仕事と育児の両立のために必要な援助 
※原則として、お子さんは提供会員の自宅で預かります。 
【問合先】 
○はしま広域ファミリー・サポート・センター 蕁３９１‐１２２８ 
　（子どもサポートセンターかみなりくん） 
○笠松町子育て支援センター 蕁３８７‐０５６１ 

『はしま広域ファミリー・サポート・センター』事業 
子育てと仕事の両立を支えます 

◆ファミリー・サポート・センターの仕組み◆ ≪援助を受けたい時の流れ≫ 

①依頼会員の登録を行います。 

（後日、子どもサポートセンターかみなり） くんにて提供会員と顔合わせをします 

はしま広域 
ファミリー・サポート・センター 
（子どもサポートセンターかみなりくん） 

アドバイザー 
（コーディネーター） 

笠松町 
子育て支援センター 

［依頼会員］ 
（援助を受けたい方） 

［提供会員］ 
（援助を行いたい方） 

②援助を受けたい方は、子ども
サポートセンターかみなりく
んに電話で連絡をします。 

③アドバイザーは提供会員をコ
ーディネートして依頼します。 

④提供会員を紹介します。 

⑤提供会員と依頼会員は、電話
で事前に打ち合わせをします。 

⑥当日援助活動を受けます。 

⑦援助活動終了後、依頼会員は、
提供会員に報酬を支払います。 

会員登録 
（指定研修修了の方のみ） 
詳細は18ページを 
ご覧ください。 

①会員登録 

⑥援助活動 

⑤打合せ 

③援助の打診 

②援助の申し入れ 

④提供会員の紹介 

⑦報酬 

連絡・調整 
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けい 

場 
じょう 

は、見 
けん 

物 
ぶつ 

人 
にん 

で黒山 

の人だかりであった。細 
ほそ 

いうでで人をかきわ 

け、やっとの思いで人がきの前にでた。そこ 

には、二本 
ほん 

の長やりをつきつけられた重 
じゅう 

蔵 
ぞう 

の 

姿 
すがた 

があった。 

又 
また 

吉 
きち 

の目から、つぎからつぎへとなみだが 

あふれてきた。又 
また 

吉 
きち 

は地べたにひれふし、 

「重 
じゅう 

蔵 
ぞう 

さま、ゆるしてくだされ、ゆるしてく 

だされ。 」 

と、何 
なん 

度 
ど 

も何 
なん 

度 
ど 

もひたいを地 
じ 

面 
めん 

にすりつけた。 

そのうち、重 
じゅう 

蔵 
ぞう 

の目が、じっと又 
また 

吉 
きち 

にそそ 

がれていることに気づいた。すると、どうだ 

ろう。重 
じゅう 

蔵 
ぞう 

はおこっているどころか、目には 

やさしいほほえみをうかべているではないか。 

子どものころの、あのやさしい目であった。 

又 
また 

吉 
きち 

は、前よりいっそうなみだがあふれてき 

た。 

すべてが終 
お 

わった川原には、高い十 
じゅう 

字 
じ 

架 
か 

と 

一人の男がとりのこされているだけであった。 

小石の上にひざまづき、両 
りょう 

手 
て 

をついて、いつ 

までも泣 
な 

き続 
つづ 

ける又 
また 

吉 
きち 

であった。 

木 
き 

曽 
そ 

川 
がわ 

のせせらぎが、あたり一 
いち 

面 
めん 

にひびき 

わたっていた。 

処 
しょ 

刑 
けい 

場 
じょう 

のあった藤 
ふじ 

掛 
かけ 

の川原には、現 
げん 

在 
ざい 

は町 

のたてた『大 
で 

臼 
うす 

塚 
づか 

』の碑 
ひ 

がのこっている。 

（おわり） 

小豆パワーでお腹すっきり 小豆パワーでお腹すっきり 
食べることは生きること 食べることは生きること シリーズ② 

��

マリア像⑤ 
ぞうぞう 

マリア像⑤ 
ぞう 

　5月5日は、端午の節句。お子さんの成長と健
康を願って、柏餅を食べる習慣があります。その
柏餅の中に入っているあんこの原料は小豆です。
小豆の赤い色が災いや病気を避け、厄除けや毒
よけとして身を守る力があると言われ、お祝いごと
や体調を崩しやすい季節の変わり目に食べられ
るようになりました。 
　小豆に含まれる栄養や効果を紹介します。 
①ビタミンB1が玄米に匹敵するほどの量を含ん
でいます。ビタミンB1は、糖質や脂質をエネル
ギーに変える作用があり、疲労回復や肩こりな
どに効果があります。 
②食物繊維を豊富に含み、食物の腸内滞留時
間を短くし、便秘の解消に役立ちます。グラム
当たりでごぼうの約3倍もの食物繊維を含みます。 
③小豆の煮汁に含まれる「サポニン」は、中性脂
肪やコレステロールを低下させる働きがあり、高
脂血症や高血圧の予防に効果があります。 

　小豆はあんこに加工
され、和菓子に多く利用
されます。和菓子はほと
んどが植物性の栄養素
でできていて、洋菓子と
違いバターや生クリーム
を使っていないので、カ
ロリーも低めです。市販
のショートケーキ（１個）
は344kcalありますが、柏餅（１個）に替えれば
206kcalまで抑えられます。 
　ただし、おやつは一日に150～200kcalに抑え
るのが理想的です。賢く、楽しく、おやつを楽しみ
ましょう。 
　端午の節句には柏餅を食べて、お子さんの健
康と成長を願い、あんこのパワーで栄養満点・お
腹もすっきりです。 
【問 合 先】福祉健康課 

か 

大臼塚跡 

あ ず き  

あ ず き あ ず き 



B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

��

休日急病診療（内科・歯科） 
福祉健康課 

　５月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず保険証をご持参ください。ま
た、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認のうえ受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
　その他の医療機関は、羽島郡地域救急医療
情報センター（羽島郡広域連合消防本部内蕁
３８８‐３７９９）へお問い合わせください。 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

5 

6 

13 

20 

27

片 山 クリニック  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

羽 島 クリニック  

小 寺 医 院  

沢 田 内 科  

しみずこどもクリニック 

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐南町下印食  

笠 松 町 門 間  

笠松町美笠通  

岐南町上印食  

岐 南 町 野 中  

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161 

387‐4504 

247‐5131 

248‐3211

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

5 

6 

13 

20 

27

はる歯科クリニック 

小 島 歯 科 医 院  

こころ歯科医院  

森デンタルクリニック 

みやかわ歯科医院 

三 輪 歯 科 医 院  

はる歯科クリニック 

岐南町みやまち 

笠松町奈良町  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐南町下印食  

笠松町円城寺  

岐南町みやまち 

273‐2300 

387‐2848 

274‐0118 

387‐9981 

272‐9988 

387‐6110 

273‐2300

　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

5月29日（火） 
丸十産業㈱ 
㈱ 加 藤 組  
ギフメン㈱ 

10：00～11：00 
12：30～13：30 
14：30～16：30

（下柳川町） 
（円 城 寺） 
（緑　　町） 

結核住民検診 
福祉健康課 

月日（曜） 
 
 
 
 
 
 

5月 

 
 

21日（月） 
 
 

23日（水） 
 
 

25日（金） 
 
 

28日（月） 
 

29日（火） 

受付時間 
9：45～10：15 
11：00～11：30 
13：30～15：00 
9：30～10：15 
11：00～11：45 
13：30～14：15 
15：00～16：00 
13：45～14：30 
15：30～16：00 
9：30～10：30 
11：00～11：45 
13：45～15：00 
10：00～11：30 
13：45～15：00

場　　所 
春日神社（門間） 
北門間会館（門間） 
中央公民館（常盤町） 
笠松町役場（司町） 
厚生会館（瓢町） 
児童館（田代） 

福祉健康センター（長池） 
穴太部神社（上柳川町） 
児神社（北及） 

スポーツ交流館（江川） 
米野会館（米野） 
下羽栗会館（中野） 
福祉会館（東陽町） 
松枝公民館（長池） 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

あなたの悩みに応えたい 
保険治療から先端自費治療まで 

蕁（058）371‐8855（各務原自衛隊基地南） 
詳しくはホームページで 桜桃歯科 検索 

 
 
 
 
【対 象 者】 
 
【検 診 料】 
【日時・場所】 

【問合先】 

　申込みは必要ありませんので、直接会場へお
越しください。 
　また、当日「低栄養予防の話」、「健口体操（お
口の体操）」も行います。 

６５歳以上の方 
（昭和２３年４月１日以前に生まれた方） 
無料 
 

福祉健康課 

献血 福祉健康課 

お知ら
せ 

お知ら
せ 

お知ら
せ 



総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 6月分 

運動場 
テニスコート 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

5月25日（金） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後8時～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

��

胃がん・肺がん・大腸がん検診 
（病院検診） 福祉健康課 

　がんの早期発見のため、胃がん・肺がん・大腸
がん検診（病院検診）を実施します。 
　申し込みをされている方は、早めに受診してく
ださい。 
　また、大腸がん検診は、４１・４６・５１・５６・６１歳の
方に「大腸がん検診無料クーポン券」と「がん検
診手帳」を送付しますので、この機会にぜひ受診
してください。 

【実施方法】 

【検診実施医療機関】 

※申込みをされていない方で、受診を希望する方
は福祉健康課へご連絡ください。 

【問 合 先】福祉健康課 

麻しん風しん混合予防接種 
福祉健康課 

午後2時30分～4時30分に健診
科へ電話予約をしてください。 

医療機関名 
 

愛 生 病 院  
伊 藤 内 科  
岩 村 医 院  
片山クリニック 
小 寺 医 院  
こ め の 医 院  
杉山内科医院 
羽島クリニック 
ひらたクリニック 

松波総合病院 
 
吉 田 胃 腸 科  

所　在 
 

円城寺 
上本町 
門 間  
田 代  
美笠通 
米 野  
奈良町 
門 間  
田 代  

田 代  
 
門前町 

電　話 
 

388‐3300 
387‐2257 
387‐0180 
388‐8700 
387‐4504 
387‐6010 
388‐3600 
387‐6161 
387‐3378 
388‐0111 

 
387‐2217

検診項目 
胃がん 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
○ 
 

○ 
 
○ 

 
肺がん 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
○ 
○ 

○ 
 
○ 

 
大腸がん 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
 
○ 

検診名 

胃がん 
 
肺がん 
 
 
大腸がん 

検診自己負担金 
70歳以上 
40歳～69歳 
70歳以上 
40歳～69歳 
70歳以上 
40歳～69歳 
※41・46・51・ 
　56・61歳 

 
800円 

3,000円 
200円 
700円 
100円 
500円 

無料 

納入方法 
 
 
受診当日に病院窓口
で支払ってください 

受診方法 

各種がん検診
票と大腸がん
検診の便容
器は病院にあ
りますので、
直接、病院へ
受診してくだ
さい。 

実施月日 
 

5月15日 
 

7月31日 
〜 

〜 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

対象者に無料クーポン券
を送付しますので、病院
窓口に提出してください 

5月15日 
 

10月31日 

 
 
 
 
 
 
【対象年齢】 
 
 
 
 
 
 
 
【接種期限】 
【接種医療機関】 
 
【持 ち 物】 
【問 合 先】 

　麻しん風しん混合予防接種を実施しています
ので、早めに接種を受けてください。過去に、麻し
んまたは風しんにかかった方でも、予防接種を受
けることができます。 
　なお、予診票のない方は、役場福祉健康課ま
たは福祉健康センターへお越しください。 

 
・第１期　生後１２～２４カ月未満の幼児 
・第２期　平成２４年度中に６歳になる幼児 

（平成１８年４月２日～１９年４月１日生まれ） 
・第３期　平成２４年度中に１３歳になる方 

（平成１１年４月２日～１２年４月１日生まれ） 
・第４期　平成２４年度中に１８歳になる方 

（平成６年４月２日～７年４月１日生まれ） 
平成２５年３月３１日 
羽島郡内の指定医療機関 
（笠松町ほけんカレンダーをご覧ください） 
予防接種予診票・母子健康手帳 
福祉健康課 

【日  時】 
【対 象 者】 
【定  員】 
【申込期限】 
 
 
【申込・問合先】 

５月２７日（日） 午前１０時～１１時 
小学生 
２０人 
５月２４日（木） 定員になり次第終了 

※金魚の成育により開催延期となる場合があり
ます。 

児童館 

「金魚すくいにチャレンジしよう!」 
児童館 

お知ら
せ 

お知ら
せ 

募　集
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〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【問 合 先】 

子育てサロン「あそびの広場」 
開催 子育て支援センター 

５月９日（水）  
午前１０時～１１時 
第一保育所（上新町１７２） 
乳幼児と保護者 
子育て支援センター 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験開催 福祉健康課 

グループワーク開催 
福祉健康課 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方の就労体験を開
催しますので、お気軽にご参加ください。 

5月23日（水）  
午後1時30分～2時30分 
福祉健康センター 
こころの相談と就労体験 
5月16日（水） 
福祉健康課 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【持 ち 物】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やご家族、こころの悩みをお持
ちの方たちの憩いと交流の場として、グループワー
クを開催しますので、お気軽にご参加ください。 

５月１７日（木） 午前１０時～午後１時 
福祉健康センター 
調理 
エプロン・タオル 
２００円 
５月１０日（木） 
福祉健康課 

通級指導教室を開設しました 
羽島郡二町教育委員会 

　これまであった岐南町立東小学校の言語通
級教室に加え、平成24年度から新たに次の教室
を開設しました。 
○岐南町立東小学校　LD/ADHD等通級教室 
○笠松町立笠松小学校　言語通級教室 
　お子さんのことばの発達、心の発達の様子か
ら気になることがあれば、お気軽に羽島郡二町教
育委員会または該当校にご相談ください。 
【問 合 先】 
・羽島郡二町教育委員会 蕁245‐1133 
・岐南町立東小学校 蕁245‐0466 
・笠松町立笠松小学校 蕁388‐0101

提供会員研修会開催 
はしま広域ファミリー・サポート・センター 

 
 
 
 
 
 
 
【開 催 日】 
 
 
【場　　所】 
 
【内　　容】 
 
【定　　員】 
【受 講 料】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
【申込・問合先】 

　子育てを地域で支え合う仕組み「ファミリー・サ
ポート・センター」（詳細は１４ページ）の提供会員
になりたい方や子どもの預かり、子育て支援に興
味がある方のための研修会を開催します。 
　より良い援助について学び、子どもへの理解を
深め、子育てのスキルアップや支援の充実のため
にも、ぜひご参加ください。 

６月２９日（金） 
７月３日（火）・５日（木）・９日（月） 
※４日間の連続講座です。 
岐南町中央公民館　学習室 
（岐南町八剣７丁目１０７番地） 
子どもの世話と遊び、子どもの発達と
心理、子どもの発育と病気など 
５０人（先着順） 
無料 
６月２６日（火） 
申込用紙に必要事項を記入し、お申
込みください。申込用紙は、町の各
施設にあります。 
・子どもサポートセンターかみなりくん 
　蕁３９１‐１２２８ 
・子育て支援センター 

募　集
 

お知ら
せ 

お知ら
せ 

お知ら
せ 

お知ら
せ 



INFORMATION�BOXINFORMATION�BOX

��

赤 門 不 動 産  
羽島郡笠松町北及　　☎387‐3304

不動産取引全般 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

就業支援講習会開催 
福祉健康課 

【受講種目】 
 
【対 象 者】 
 
【受 講 料】 
【申込期間】 
【申 込 先】 
【面 接 日】 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

・ヘルパー２級講習 
・医療事務講習 
県下在住の母子家庭の母など（父
子家庭は除く）４３人程度 
無料（ただし教材費は本人負担） 
５月１日（火）～１８日（金） 
岐阜振興局福祉課　蕁２６４‐１１１１ 
○岐阜振興局 
　６月１日（金） 午前１０時～午後４時 
○岐阜県ひとり親家庭等就業・自立
支援センター 
６月１日（金）～２２日（金） 
午前１０時～午後５時（日曜日は除く） 
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支
援センター蕁２６８‐２５６９ 

※抽選により講習会受講者を決定します。決定
通知書は面接日にお渡しします。 

※受講者には、就業を支援する「ひとり親自立支
援プログラム策定事業」にご協力をいただきます。 

雑誌のリサイクル配布 
中央公民館 

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
【問 合 先】 

　町図書室では、昨年度にご愛読いただいた雑
誌を進呈する「雑誌のリサイクル配布」を実施し
ます。ぜひご利用ください。 

５月１２日（土）～２０日（日） 
午前９時～午後４時３０分 
中央公民館図書室 
松枝公民館ロビー 
総合会館ロビー 
中央公民館 

「人権擁護委員の日」 
特設人権相談所開設 福祉健康課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【相 談 日】 
【場　　所】 
【問 合 先】 

　毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。 
　岐阜県人権擁護委員連合会および岐阜人権
擁護委員協議会では、人権擁護委員制度の周
知と人権思想の普及高揚を図るため、「人権擁
護委員の日」に特設人権相談所を開設します。 
　人権問題や悩みごとなど、人権擁護委員が相
談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られますので、ど
なたでもお気軽にご相談ください。 

６月１日（金） 午前１０時～午後３時 
福祉会館 
・福祉健康課 
・岐阜地方法務局人権擁護課 
　蕁２４５‐３１８１ 

狂犬病予防注射と犬の登録 
環境経済課 

 
 
 
 
 
【日時・場所】 

【料　　金】 
 
【注意事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　犬の飼い主には、「狂犬病予防法」により生後
９１日以上の犬の登録と、年１回の犬への予防注
射が義務付けられています。また、他市町村で登
録した犬でも引っ越しなどで笠松町に所在地が
変更になった場合、登録変更の手続きが必要です。 

 

・注射および注射済票交付 ３,０７０円 
・新規登録 ３,０００円 

 
・登録済みの飼い主あてに「狂犬病予防注射
問診票」付きの狂犬病予防注射案内ハガキを
通知します。問診票は事前に記入を済ませ、
注射当日、必ずハガキをお持ちください。 
・町が実施する注射を受けられない場合は、必
ず動物病院で受けてください。 
・会場でのフンの後始末は飼い主が必ず行って
ください。 

環境経済課 

月日（曜） 

 

 

5月 

 

15日（火） 

 
 

16日（水） 

時　　間 

10：00～11：30 

13：00～14：00 

10：00～10：40 

11：00～11：40 

13：00～14：00

場　所 

役場（西駐車場） 

松枝公民館 

松枝公民館 

中央公民館 

下羽栗会館 

募　集
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　平成２４年７月９日から外国人登録制度が変わり、
外国人の方も日本人と同様に住民基本台帳に
記載されます。 
　対象となる外国人の方に、仮住民票記載事項
通知書（仮住民票）を５月中に送付しますので、
必ず記載内容をご確認ください。記載内容に修
正が必要な場合は、外国人登録の変更登録申
請などの手続きをしてください。 

住民課 

外国人住民の方に仮住民票記載事項 
通知書を送付します 住民課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受付期間】 
【問 合 先】 

　地震に備えるため、昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希
望される方に、無料で専門家を派遣し、耐震診
断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を行
っています。 
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造住宅の耐震補強についても費用の
一部を助成する制度があります。 

５月７日～１２月２８日 
建設課 

木造住宅の無料耐震診断 
建設課 

【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
【問 合 先】 

５月２３日（水） 午後１時～午後４時 
２４日（木） 午前９時～午後４時 
２５日（金） 午前９時～午後３時 

福祉会館 
町老人クラブ連合会事務局 
（福祉会館内） 

老人余技作品展開催 
町老人クラブ連合会 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【問 合 先】 

　事業主を対象とした求人取扱説明会を開催し
ます。 

６月４日（月） １回目：午前１０時～正午 
２回目：午後２時～４時 

長良川国際会議場４階大会議室 
岐阜新卒応援ハローワーク 
蕁２７８‐４４０１ 

平成25年3月新規学校卒業者求人取扱 
説明会開催 岐阜新卒応援ハローワーク 

【日　　時】 
 
 
【開 会 式】 
 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
【参加資格】 
 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

５月２０日（日） 午前９時 
※雨天の場合は屋内種目のみ実施し、屋外種目
は２７日（日）に延期します。 

笠松町多目的運動場 
（雨天時　岐南町総合体育館） 
 

○羽島郡体育協会加盟団体種目（登録済みの
チームのみ参加可能） 
バレーボール、軟式野球、ソフトボール、テニス、
ソフトテニス、ハンドボール、ソフトバレーボール 
○個人参加可能な種目 
グラウンド・ゴルフ（５月２６日開催） 

羽島郡内に在住・在勤の一般男子・
女子（ただし、学生は除く） 
在勤者の場合、岐阜県内に住民票
があること。 
５月９日（水） 午後５時 
羽島郡体育協会事務局 
（羽島郡二町教育委員会内） 
蕁２４５‐１１３３ 

羽島郡総合体育大会 
羽島郡体育協会 

　「絆」をテーマに、中央公民館で開催されます。 
【日時・場所】 

※開催中は、２階茶華道室に休憩室を用意します。 
【問 合 先】町文化協会事務局（中央公民館内） 

かさまつ文化フェスタ2012 
開催 町文化協会 

月日（曜） 

 

 

 

5月 

 

19日 

（土） 

 

20日 

（日） 

内　容 

作品展示 

本の交換会 

作品展示 

本の交換会 

ステージ 

発表 

呈茶席（要呈茶券） 

時　間 

午前9時30分 

～午後5時 

午前9時30分 

～午後4時 

午前10時 

～午後4時 

場　所 

1・2階各室 

2階 

1・2階各室 

2階 

3階大ホール 
 

3階ロビー 

きずな 

募　集
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　４月からNPO法（特定非営利活動促進法）の
事務の一部が、県から町へ移譲されました。 
　これにより、町内にのみ事務所を置くNPO法
人に限り、次の手続きの受付窓口が県から町に
変わります。 
～事務内容～ 
・設立、定款の変更などの認証 
・登記完了届出書の受理 
・役員変更届書の受理 
・事業報告書などの受理 
・解散届出書の受理　　など 
※NPO法人を設立される場合など、お気軽にご
相談ください。また、町内にのみ事務所を置く
NPO法人の事業報告書などは企画課で閲覧
できます。 

【問 合 先】企画課 

NPO法人の相談窓口が 
変更されました 企画課 

【日　　時】 
【場　　所】 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 
 
 
【申込・問合先】 
 

５月３１日（木） 午前９時～午後４時 
羽島郡広域連合消防本部３階 
２０人 
会員 １,５００円　　一般 ３,０００円 

※別にテキスト代１,４００円がかかります。 
５月３０日（水） 
申込用紙に必要事項を記入し、お申
込みください。申込用紙は、羽島郡
広域連合予防課にあります。 
※試験願書は５月２日（水）から５月 
１１日（金）まで岐阜県消防試験研
究センターで受け付けしています。 
羽島郡危険物安全協会事務局 
（羽島郡広域連合予防課内） 
蕁３８８‐１１９８ 

乙種第4類危険物取扱者試験の郡準備 
講習会 羽島郡危険物安全協会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
 
【参 加 料】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 

 
【日　　時】 
【場　　所】 

７月１日、８日、１５日の日曜日 
午前８時４５分～ 
勤労青少年運動場 
町内に在住、在勤の方で原則町内
会単位で構成されたチーム（２０人以
内）で１町内２チームまで 
１チーム２,０００円 
（組み合わせ抽選会で徴収） 
６月１日（金） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
６月８日（金） 午後７時３０分～ 
中央公民館 

第61回町民軟式野球大会 
町体育協会 

 
 
 
 
【応募資格】 
【応募期限】 
【応募するイラスト】 
 
 
 
 
 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【選定方法】 
 
 
【応募・問合先】 

　広報紙７月号の表紙 町マスコットキャラクター 
「かさまるくん・かさまるちゃん」のイラストを描いて
みませんか。採用された場合は、「かさまるくん・
かさまるちゃん」のぬいぐるみをプレゼントします。 

どなたでも応募可能 
５月２５日（金） 
 

　季節が感じられる「かさまるくん・かさまるちゃん」
のイラスト（カラー） 
※「かさまるくん・かさまるちゃん」のみも可 
「かさまるくん・かさまるちゃん」の動きは自由に
描いても良いです。 

 
　作品と応募用紙を企画課へ持参、郵送、また
はメールで送信してください。応募用紙は企画課
にあります。また、町ホームページからダウンロード
できます。 
・作品が手書きの場合 
　白紙にサインペン、絵の具、色鉛筆などを使
用し描いてください。 
・作品が画像ファイルの場合 
　Jpeg形式かGif形式で作成してください。 

企画課で決定します。応募多数など
の理由で掲載しないこともありますの
でご了承ください。 
企画課　〒５０１‐６１８１笠松町司町１ 

E‐mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 

広報紙の表紙イラスト 企画課 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 料】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月３日（日） 午前９時１５分～ 
笠松小学校運動場 
町内に在住、在勤の方（１チーム３人）
１人でも出場可 
１チーム（３人）３００円（大会当日徴収）
※１人１００円 
５月１８日（金） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

第11回町民ペタンク大会 
町体育協会 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
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【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月１０日（日） 午前８時４５分～ 

緑地公園内テニスコート 

町内に在住・在勤の方 

ダブルス（１人でも出場可） 

ただし、１人１種目 

①小学生男子の部 ②小学生女子の部 

③中学生男子の部 ④中学生女子の部 

⑤初心者男子の部 ⑥初心者女子の部 

⑦一般男子の部 ⑧一般女子の部 

⑨壮年男子（４５歳以上）の部 

⑩壮年女子（４０歳以上）の部 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月４日（月） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第26回町民テニス大会 
町体育協会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月１７日（日） 午前８時３０分～ 

米野ゲートボール場 

町内に在住、在勤の方で編成された

チーム 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月１日（金） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第10回町民ゲートボール大会 
町体育協会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月２４日（日） 午後１時～ 

町民体育館１階 

町内に在住、在勤、在学の方 

①一般・高校男子の部 

②一般・高校女子の部 

③中学男子１・２年生の部、３年生の部 

④中学生女子の部 

⑤小学生高学年、低学年の部 

※各種目は、参加人数の都合により変更すること

があります。 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月１９日（火） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第37回町民剣道大会 
町体育協会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
【参 加 料】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 

 
【日　　時】 
【場　　所】 

６月２４日（日） 午前９時～ 
町民体育館２階 
町内に在住・在勤の方 
混成の部・女子の部 
１チーム５００円 
（組み合わせ抽選会で徴収） 
６月１４日（木） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
６月１８日（月） 午後７時３０分～ 
中央公民館 

第16回町民ソフトバレーボール大会 
町体育協会 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
【参 加 料】 
【服　　装】 
【持 ち 物】 
【応募資格】 
 
 
 
【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
【応募・問合先】 

　公募したお宝の絵をもとに、「ぎふ清流国体」「ぎ
ふ清流大会」総合プロデュ－サ－の日比野克彦さ
んがデザインした大きな旗「ギフとフラッグ」を、専
門スタッフが作り方を説明し、地域のみなさんで
一緒に製作するワ－クショップを開催します。 

5月26日（土）・27日（日）・ 
6月2日（土）・3日（日） 
午前10時～午後5時 
松枝公民館　集会室 
無料 
自由 
エプロン・ビニ－ル手袋など 
どなたでも自由に参加できます。（託
児室はありません。）また、小学生以
下の場合は、保護者の方の同伴が
必要となります。 
5月12日（土） 
 

　GIFUTURE（ギフュ－チャ－）事務局へ確認し、
募集している場合は、中央公民館、松枝公民館、
総合会館に設置している「ワ－クショップ参加票」
に必要事項を記入し、郵送、FAX、またはメール
でお申し込みください。 

GIFUTURE事務局 
蕁214‐7693（FAX兼用） 
住所：〒500‐8076 岐阜市司町1番地 
　　（岐阜総合庁舎内） 
E‐mailアドレス：info@gifuture.org

ギフとフラッグつくる人大募集 
GIFUTURE事務局 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
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5月の開催日程 
名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

7（月）.9（水）.10（木）.11（金） 
21（月）.23（水）.24（木）.25（金） 

5/21（月） 
【北陸・東海交流】 

A・G・I競走 
サラ系3歳以上B級 距離1600m

愛知・岐阜・石川の 
3県対抗の大熱戦！ 

��

【採用年月日】 

【募集人員】 

【資　　格】 

 

【勤務場所】 

【申込・受付期間】 

 

 

 

【申込方法】 

 

 

 

【申込・問合先】 

平成２４年６月１日 

常勤嘱託員（男性のみ）若干名 

昭和５６年４月２日から平成６年４月１

日までに生まれた方 

笠松競馬場 

５月１日（火）～１８日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

※ただし、土日祝日の申込用紙の交

付および受け付けは行いません。 

競馬組合経営課に申込用紙があり

ますので、必要事項を記入のうえ、履

歴書を添付して申込期間内に提出

してください。 

岐阜県地方競馬組合経営課 

〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 

蕁０５８‐３８７‐３２７８ 

県地方競馬組合職員 
県地方競馬組合 

 
 
 
 
 
【募集選手】 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【コースおよび区間】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参加資格】 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　ぎふ清流国体の開催を契機に、「ぎふ清流郡
市対抗駅伝競走大会」が開催されます。県をあ
げてスポーツ振興の気運が高まってきている今
年度、羽島郡からも１チーム出場することとなり、
１１人（補欠を含む）の選手候補を募集します。 

 
○高校生　男子（選手２人＋補欠１人） 
　　　　　女子（選手１人＋補欠１人） 
○一　般　男子（選手１人＋補欠１人） 
　　　　　女子（選手１人＋補欠１人） 
　　　　　※一般女子は高校生でも可 
○４０歳以上（選手１人＋補欠１人）※男女問いません 

小中学生の選手は、郡内各小中学校を通じて
募集します。郡内在住で、郡外の小中学校に
在籍している方は、事務局までお問い合わせく
ださい。 

１０月２１日（日） 午前９時３０分スタート 
（前日は午後３時から開会式） 
 

岐阜県庁～羽島市文化センター 
折り返し２往復　４２.１９５km 

第１区　高校女子 ４．６km 募集 
第２区　中学女子 ２．２km 
第３区　小学男子 １．５km 
第４区　中学男子 ２．７km 
第５区　４０歳以上 ３．０km 募集 
第６区　一般男子 ７．２km 募集 
第７区　高校男子 ４．６km 募集 
第８区　中学女子 ２．２km 
第９区　小学女子 １．５km 
第１０区　中学男子 ２．７km 
第１１区　高校男子 ４．６km 募集 
第１２区　一般女子 ５．３９５km 募集 
 

・羽島郡内に在住、在勤、または在学の方 
ただし、一般・学生は、他県在住者・出身者で
あっても、出身中学校または高等学校所在地
が羽島郡内であれば、出場を認めます。 
・高校生は、保護者の同意を得られる方 

５月２５日（金） 午後５時 
羽島郡体育協会事務局 
（羽島郡二町教育委員会内） 
蕁２４５‐１１３３ 

「第4回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会」 

羽島郡代表選手候補者 
羽島郡体育協会 

募　集
 

募　集
 

募　集
 

募　集
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：３０～１４：１５ 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 

 

　９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

ポリオ 

 
乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 

 

 

歯みがき教室 
 

 

プレパマクラブ 
 

 

 

 

育児相談・ 

マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談 
 

 

 

 

 

転倒予防教室 

 

 

 
貯筋（ちょきん）くらぶ 

～筋力アップ教室～ 

 

骨こつストレッチ 

～畳の上で行う 

　　　　ストレッチ～ 

 
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 
 

ふれあい喫茶 

～高齢者の憩いの場～ 

３１日（木） 

９日（水） 

１０日（木） 

２４日（木） 

１５日（火） 

２４日（木） 

８日（火） 

３０日（水） 

３０日（水） 

８日（火） 

９日（水） 

１６日（水） 

３０日（水） 

８日（火） 

１１日（金） 

１４日（月） 

３０日（水） 

２日（水） 

１７日（木） 

２日（水） 

１６日（水） 

９日（水） 

２３日（水） 

２２日（火） 

８日（火） 

１１日（金） 

１４日（月） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

総合会館 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

5月の相談・保健 

��

9日（水） 

16日（水） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

　今月のお休みは５月１日（火）、３１日（木）です。 
　今月の「おはなしかい」は５月１２日（土）
午前１０時３０分から中央公民館音楽室で
開催します。 

図書室 
からの 
お知らせ 

　毎年、5月5日（こどもの日）から一週間を「児童
福祉週間」と定め、児童福祉の理念の普及・啓
発のための事業や行事が行われます。 
　ぜひ、この機会に皆さんで、子どもたちの健や
かな成長について考えてみましょう。 

ニコニコは「なかよくしよう」のあいずだよ 

児童福祉週間 児童福祉週間 
5月5日（祝）～11日（金） 

軽自動車税 全期分 
水道料金下水道使用料 1期分 
保育料 5月分 

納期限 5月31日（木） 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 

家族みんなで、野や山に出かけ、 
自然に親しみましょう。 

5月20日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 
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老齢基礎年金の額を増やしたい方は 
「付加年金」を 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　国民年金第１号被保険者の方（自営業や学生の方など）が、２０歳から６０歳になるまでの４０年間
保険料を納めると、６５歳から７８６,５００円（月額６５,５４１円・平成２４年度価格）の老齢基礎年金が支
給されます。 
　この年金額をもう少し引き上げたいとお考えの方には、「付加年金」という制度があります。 
○付加保険料と付加年金の額 
　付加年金を受けるためには、通常の保険料とともに、月額４００円の付加保険料を納めることに
なっています。 
　付加年金の額は、「２００円×付加保険料を納めた月数」の式で計算されます。 
　例えば、付加保険料を５年間（６０カ月）納めたときの総付加保険料額の２４,０００円（４００円×
６０カ月）に対し、６５歳から老齢基礎年金といっしょに支給される付加年金の額は年額１２,０００
円（２００円×６０カ月）となります。つまり、２年間で元金がかえってくるわけです。 
　一方、付加年金は老齢基礎年金といっしょに支給されるため、繰上げ支給または繰下げ支給
をしたときには、本体の老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されることになります。 
○付加保険料を納められる方 
①国民年金第１号被保険者 
②半額免除などの一部免除を含め、保険料を免除されていない方 
③６０歳以上６５歳未満の方など、国民年金の任意加入者の方 
④国民年金基金の加入員でない方 
　なお、付加保険料は、納付期限を過ぎると納められません。また、口座振替や割安になる前納
制度も設けられています。 
○加入の手続きと相談先 
　役場保険医療課または岐阜南年金事務所 
　なお、付加保険料を納付している方は、いつでも任意のときに申し出て、その納付をやめること
ができますが、その場合でも掛け捨てにはなりません。 

川辺での注意事項 

火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388‐1198

 
 
 
 
 
 
 
　５月に入り、いよいよ初夏の季節になりました。
ゴールデンウィークもあり、家族や友達と海や
山などの行楽地へと外出される機会が増える
のではないでしょうか。 
　特にこれからの季節、川辺でのバーベキュ
ーなど遊ぶ機会が増え、それに伴い全国的に
水難事故が発生しやすくなります。 
　川辺で遊ぶ時は、次の４つのポイントに注意
し、水遊びを楽しみましょう。 
①遊泳禁止の場所では泳がない 
遊泳禁止場所には必ず理由があります。
一見流れが緩やかな場所でも水温が低か
ったり、水深があったりと危険が存在します。 
②お酒を飲んだら泳がない 

飲酒後は自律神経機能の低下により血圧
や血流調整がうまくいかなくなるほかに、平
衡感覚が鈍りおぼれるリスクが高まります。 
③自分の力を過信しない 
水の流れは予測ができません。普段、泳ぎ
に自信がある人でも、川の流れには逆らえ
ず流される可能性があります。 
④１人で泳がない 
１人では何かあった時に助けが呼べません。
また、１人では冷静な判断ができず危険な目
に合う可能性があります。 

　川辺での水難事故の原因の多くはこの４つ
のポイントで、どれも注意すれば防げるものば
かりです。川辺に
行く際に、もう一度
この４つのポイント
を思い出し、初夏
から盛夏と続く楽
しい行楽シーズン
を過ごしましょう。 
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Q A&
このコーナーでは、日ごろ町民の
皆さんから役場へ寄せられる質問・
意見などを回答とともに紹介します。 こんなときどうするのこんなときどうするのこんなときどうするの

身を守る技を学びます。護身術サバキ空手!!まかな 巧心會館・笠松道場 

町が実施する検診は何がありますか。 
町では、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がんのがん検診や健康診査、結核住

民検診などをそれぞれの対象年齢の方に実施しています。また、加入している医療保険者
では「特定健診（40歳～74歳）」や「ぎふ・すこやか健診（後期高齢者医療保険）」を実施し
ています。ご自分の健康管理のため、年に1回は健（検）診を受診されることをお勧めします。 
【問合先】福祉健康課 

Q
A

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

2 

1 

1 

43

増 

増 

増 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成24年 4月1日現在 

22,423 

10,804 

11,619 

8,304　 
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おなまえ 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

矢井優希・めぐみさんの子 
平成23年5月1日生 

おなまえ 矢井 誠一朗 （無動寺） くん 

や  い  せ い  い ち  ろ う  

松原 さち （中野） ちゃん 

ま つ  ば ら  

松原博紀・さおりさんの子 
平成23年5月8日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します。 

応募対象　平成23年7月生まれの赤ちゃん 
応募期間　5月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 
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　あなたはもしものとき、身を守る技を知っていますか？身
を守る技を使うことができますか？ 
　巧心空手は、競技としての空手ではなく、護身と自己鍛
錬（心身鍛錬）を目的とした空手を目指しています。男性
も女性も子どもも自分の身を守る技を学びます。力に頼る
空手ではないので、女性も多数在籍し、仕事や子育てを
少し忘れて己を鍛えぬく!! 
　少年部は、正座の仕方・立ち方などの礼儀作法から丁
寧に学びます。強くなりたい方、体を鍛えたい方、いざという時に自分や大切な人を守りたい方、一緒に
巧心「上手をめざす心、工夫する心」精神で技を身につけましょう。 
【活動日】毎週土曜日　少年部 午後6時～・一般部 午後7時～　【場所】町民体育館　【連絡先】メールアドレス koushin_gifu@yahoo.co.jp
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